
基幹相談支援センターの役割

備前市基幹相談支援センター

主任相談支援専門員 大倉 教正

備前圏域相談支援事業者に対する集団指導
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～備前市基幹相談支援センターの取組とこれから～



１．備前市基幹相談支援センターとは？

2



3



１．備前市障害児・者の重層的な相談支援体制

＜第１層＞

＜第２層＞

＜第３層＞

主な担い手⇒備前市保健福祉部社会福祉課（直営）

東備地域自立支援協議会（直営）

a. 基本相談支援を基

盤とした計画相談

支援

b. 一般的な相談支援

c. 地域における相談支援体制の

整備や社会資源の開発など

⚫ 総合的・専門的な相談の実施

⚫ 地域の相談支援体制強化の取組

⚫ 地域の相談事業者への専門的な指導助言、人材育成

⚫ 地域の相談機関との連携強化

⚫ 地域移行・地域定着の促進の取組

⚫ 権利擁護・虐待の防止

⚫ 福祉サービスの利用援助（情報提供、相談等）

⚫ 社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言・指導）

⚫ 社会生活力を高めるための支援

⚫ ピアカウンセリング

⚫ 権利擁護のために必要な援助

⚫ 専門機関の紹介

主な担い手⇒市町村相談支援事業

⚫基本相談支援

⚫計画相談支援・障害児相談支援等

・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援

主な担い手⇒指定特定相談支援事業

指定障害児相談支援事業

東備地域生活支援センター

備前市基幹相談支援センター

社

会
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地域生活支援センターパレット

備前多聞荘相談支援事業所

ひなた相談支援事業所
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２．令和４年度の取り組み
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令和４年度の振り返り Ⅰ
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１．総合相談・専門相談

：①他市町からの転入ケース

②行政内部他課からのケースの橋渡し

③相談支援事業所からのケースの相談

→毎月事業所を訪問し、聞き取り

２．地域の相談支援体制の強化の取り組み

：①研修会の実施

②GSVの実施

３．権利擁護・虐待防止

：中核機関として行政担当部局との合同研修会

の実施

サービス等利用計画の作り方

５ピクチャーズから計画を作る

発達検査・知能検査の基礎知識

（一部紹介）



令和４年度の振り返り Ⅱ
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〇令和４年度着手できなかったこと・課題

１．地域移行・地域定着

・現在1ケース地域移行（精神科病院）介入。

・精神科病院や入所施設への働きかけが出来ていない。

・保健所や行政担当課との協議が出来ていない。

２．教育との連携

・トライアングルプロジェクトの推進を掲げながら、市

教委との協議の場は持てても、各学校との連携となる

と遠い。

３．防災と個別避難計画の作成

・危機管理部局との協議の場⇒地域への発信へ。

（一部紹介）



３．令和５年度の新たな取り組み

～モニタリング検証～
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計画の評価はなぜ必要か

１．利用者にとって

 計画は利用者の生活の質に直接関わる

 ニーズに基づく本人中心の支援を実現する

２．相談支援事業所にとって

 計画のレベルを判断する：ライフステージを通して切れ目なく、幅広い領域の
共通言語として、チームアプローチ・協働によるＰＤＣＡプロセス

 計画に限らず相談支援サービス全体の質の向上を図る

３．市町村行政にとって

 計画のレベルを判断する：ライフステージを通して切れ目なく、幅広い領域の
共通言語として、チームアプローチ・協働によるＰＤＣＡプロセス

 計画に限らず相談支援サービス全体の質の向上を図る

４．地域全体にとって

 不足しているサービス・社会資源を明らかにして資源開発する

 事業所に結果をフィードバックして研修・人材育成、関係機関の連携を促進す
る

サービス等利用計画の評価とチェックリスト

平成２５年度相談支援従事者指導者養成研修より

地域で評価する

仕組みが必要
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モニタリング検証
令和４年度全国基幹相談支援センター強化研修会（令和４年１０月２１日）より

（令和５年度より備前市はスタート！）
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構成メンバー（例）：基幹主任

特定・児童相談支援事業所相談支援専門員

行政担当課職員
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